
注射薬の処方なく注射針のみを処方することは

認められていません。

（９）同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬

し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。

また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認め

られない。

※ 2023年3月23日作成

院外処方において、インスリンなどの注射薬を処方

せず、自己注射の際に用いる注射針を処方すること

はできますか？

A

Q

【参考】令和４年度医科診療報酬点数表に関する事項

第２章 特掲診療科 第５部 投薬 第５節 処方箋料

別添１医科診療報酬点数表に関する事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984041.pdf


	スライド 1

